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沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
中
「
第
六
十
五
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
一
般
電
気
事
業
者
」
の
下
に
「
（
以
下
単
に
「
一
般
電
気
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

一
般
電
気
事
業
者
又
は
卸
電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
卸
電
気
事
業
者
を
い
う
。
）

が
沖
縄
に
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
発
電
の
用
に
供
す
る
石
炭
（
石
油
石
炭
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
石
炭
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
石
油
石
炭
税

を
免
除
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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理

由

沖
縄
の
振
興
を
図
る
た
め
、
沖
縄
に
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
発
電
の
用
に
供
す
る
石
炭
に
係
る
石
油
石
炭
税
を
免
除
す
る
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、
宮
古
島
、
石
垣
島
及
び
久
米
島
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
を
航
行
す
る
航
空
機
に
積
み
込
ま
れ

る
航
空
機
燃
料
に
係
る
航
空
機
燃
料
税
の
軽
減
措
置
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。
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沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

沖
縄
の
電
力
用
途
の
石
炭
に
係
る
石
油
石
炭
税
の
免
除
措
置
の
新
設

沖
縄
に
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
発
電
の
用
に
供
す
る
石
炭
に
係
る
石
油
石
炭
税
を
免
除
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第

六
十
五
条
関
係
）

第
二

羽
田
‐
沖
縄
離
島
三
路
線
に
係
る
航
空
機
燃
料
税
の
軽
減
措
置
の
延
長

宮
古
島
、
石
垣
島
及
び
久
米
島
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
を
航
行
す
る
航
空
機
に
積
み
込
ま
れ
る
航
空
機
燃
料

に
係
る
航
空
機
燃
料
税
の
軽
減
措
置
の
適
用
期
限
を
一
年
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
三

そ
の
他
（
附
則
）

こ
の
法
律
の
施
行
日
を
定
め
る
こ
と
。
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